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テレワークガイドラインにおける安全衛生の確保

～チェックリストの活用法～

特定社会保険労務士

令和６年２月２１日（水）

社会保険労務士法人NSR

1NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

中島康之



2NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

□設立：１９９３年４月１日 現法人組織変更：２００３年４月１日

□代表社員：中島康之 社員(役員)武田かおり

□出資金：２，３３０，０００円

□役職員数：役員3名 事務局職員8名 法人全体11名のうち女性が9名

□社会保険労務士数：特定社会保険労務士１名 社会保険労務士４名（試験合格者含む）

□本店：大阪市北区堂島浜１丁目１番８号 堂島パークビル３階

□支店：東京都新宿区市谷田町1-19 ＥＣＳ第１９ビル３０２

□事業内容：社会保険等手続代行業務・労務管理相談業務・人事制度コンサルティ
ング・就業規則、諸規程作成・社員研修・テレワーク導入支援

社会保険労務士法人NSRの概要・講師プロフィール

□2000年(平成12年)に一般社団法人日本テレワーク協会へ賛助会員として入会

2020年
総務省「テレワーク百選」
に選ばれる

・元全国社会保険労務士会連合会 常任理事
・元大阪府社会保険労務士会 副会長
・大阪商工会議所 新人会会員
・一般社団法人 関西経済同友会会員
・日本テレワーク学会会員
・商工中金経済研究所 専門相談員
・一般社団法人日本テレワーク協会アドバイザー

平成4年社会保険労務士
試験合格、平成18年紛
争解決代理業務試験合格

中島康之
なかじま やすゆき
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１． テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(ﾃﾚﾜｰｸｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)

◇テレワークガイドラインパンフレット
（https://www.mhlw.go.jp/conten
t/000828987.pdf)

令和3年
3月25日

改定

33NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

■労働基準関係法令の適用
労働基準法上の労働者につい
ては、テレワークを行う場合も、
以下のような労働基準関係法
令が適用されます

■テレワークガイドラインにおける
「テレワーク」とは、
労働者が情報通信技術を利用して
行う事業場外勤務

第二弾

第一弾

第三弾



テレワークにおける労働安全衛生

テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】

厚生労働省ホームページより



5

2-1 テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト

出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 
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3-1 チェックリスト「安全管理体制」(1)衛生管理者等の選任、安全・衛生委員会等の開催

出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

法定事項

1　安全衛生管理体制について

（１）　衛生管理者等の選任、安全・衛生委員会等の開催

□ ◎

□ ◎

□

□

（２）　健康相談体制の整備

□

□

□

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

常時使用する労働者数に基づく事業場規模の判断は、テレワーク中の労働者も含めて行っているか。

衛生管理者等による管理や、安全・衛生委員会等における調査審議は、テレワークが通常の勤務とは異な
る点に留意の上、行っているか。

自宅等における安全衛生上の問題（作業環境の大きな変化や労働者の心身の健康に生じた問題など）を衛
生管理者等が把握するための方法をあらかじめ定めているか。

健康相談を行うことができる体制を整備し、相談窓口や担当者の連絡先を労働者に周知しているか。

健康相談の体制整備については、オンラインなどテレワーク中の労働者が相談しやすい方法で行うことが
できるよう配慮しているか。

上司等が労働者の心身の状況やその変化を的確に把握できるような取組を行っているか（定期的なオンラ
イン面談、会話を伴う方法による日常的な業務指示等）



7出典：(新潟労働局)『安全衛生管理体制のあらまし』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

業 種
事業場の規

模
業 種

事業場の規

模
業 種

事業場の規

模
業 種

事業場の規

模
業 種

事業場の規

模

林業、鉱業、建設業、運
送業、清掃業

100 人
以上

製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス
業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売
業、家具・建具・じゅう
器等卸売業、各種商品小
売業、家具・建具・じゅ
う器等小売業、燃料小売
業、旅館業、ゴルフ場
業、自動車整備業及び機

械修理業

300 人
以上

その他の業種
1,000 人
以上

安全衛生推進者

林業、鉱業、建設
業、運送業、清掃

業、製造業（物の加
工業を含む。）、電
気業、ガス業、熱供
給業、水道業、通信
業、各種商品卸売
業、家具・建具・
じゅう器等卸売

業、各種商品小売
業、家具・建具・
じゅう器等小売

業、燃料小売業、旅
館業、ゴルフ場業、
自動車整備業及び

機械修理業

10 人以上
50 人未満

すべての
事業場

10 人以上
50 人未満

衛生推進者

林業、鉱業、建設業、
運送業、清掃業、製造
業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス
業、熱供給業、水道
業、通信業、各種商品
卸売業、家具・建具・
じゅう器等卸売業、各
種商品小売業、家具・
建具・じゅう器等小売
業、燃料小売業、旅館
業、ゴルフ場業、自動
車整備業及び機械修理

業

50 人
以上

すべての
事業場

50 人
以上

安全管理者総括安全衛生管理者 衛生管理者

産業医の選任は、常時 50 人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。

3-3 【解説】安全衛生管理体制について



8出典：『(厚労省)安全衛生委員会を設置しましょう』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

業種 事業場の規模 業種 事業場の規模

林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業
種（木材・木製品製造業、化学工業、鉄
鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具
製造業）、運送業の一部の業種（道路貨
物運送業、港湾運送業）、自動車整備
業、機械修理業、清掃業

50 人以上

製造業のうち①以外の業種、運送業のう
ち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供
給業、水道業、通信業、各種商品卸売
業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸
売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴ
ルフ場業

100人以上

すべての事業場 50人以上

安全委員会 衛生委員会

業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

3-4 【解説】安全衛生管理体制について



9出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

法定事項

1　安全衛生管理体制について

（１）　衛生管理者等の選任、安全・衛生委員会等の開催

□ ◎

□ ◎

□

□

（２）　健康相談体制の整備

□

□

□

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

常時使用する労働者数に基づく事業場規模の判断は、テレワーク中の労働者も含めて行っているか。

衛生管理者等による管理や、安全・衛生委員会等における調査審議は、テレワークが通常の勤務とは異な
る点に留意の上、行っているか。

自宅等における安全衛生上の問題（作業環境の大きな変化や労働者の心身の健康に生じた問題など）を衛
生管理者等が把握するための方法をあらかじめ定めているか。

健康相談を行うことができる体制を整備し、相談窓口や担当者の連絡先を労働者に周知しているか。

健康相談の体制整備については、オンラインなどテレワーク中の労働者が相談しやすい方法で行うことが
できるよう配慮しているか。

上司等が労働者の心身の状況やその変化を的確に把握できるような取組を行っているか（定期的なオンラ
イン面談、会話を伴う方法による日常的な業務指示等）

3-5 チェックリスト「安全管理体制」(1)衛生管理者等の選任、安全・衛生委員会等の開催



10出典：(新潟労働局)『安全衛生管理体制のあらまし』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

常時使用する労働者数に基づく事業場規模の判断は、テレワーク中の労働者も含めて行っているか。

所属事業場の最低賃
金が適用される

事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定すべき

3-6 【解説】安全衛生管理体制について



11出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

２　安全衛生教育について

（１）　雇入れ時の安全衛生教育

□ ◎

（２）　作業内容変更時教育

□

（３）　テレワーク中の労働者に対する安全衛生教育

□

テレワークを初めて行わせる労働者に対し、作業内容変更時の安全衛生教育を実施し、テレワーク作業時
の安全衛生や健康確保に関する事項を教育しているか。
　※ 作業内容に大幅な変更が生じる場合には、必ず実施してください。

雇入れ時にテレワークを行わせることが想定されている場合には、雇入れ時の安全衛生教育にテレワーク
作業時の安全衛生や健康確保に関する事項を含めているか。

テレワーク中の労働者に対してオンラインで安全衛生教育を実施する場合には、令和３年１月25日付け
基安安発0125第２号、基安労発0125第１号、基安化発0125第１号「インターネット等を介したｅ
ラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」に準じた内容とし
ているか。

5-1 チェックリスト「安全管理体制」(２)安全衛生教育について
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雇入れ時にテレワークを行わせることが想定されている場合には、雇入れ時の安全衛生教育にテレワー
ク作業時の安全衛生や健康確保に関する事項を含めているか。

雇入れ時の安全衛生教育【労働安全衛生規則第35条】

①労働者を雇い入れたときは、遅滞なく、次の事項について、教育を行なわなければならないことになっています。

１ 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

２ 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

３ 作業手順に関すること。

４ 作業開始時の点検に関すること。

５ 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

６ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

７ 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

８ 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

②ただし、労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種（その他の業種）の事業場の労働者については、

第１号から第４号までの事項についての教育を省略することができます。

※ パートタイマー及びアルバイトなど短時間労働者に対して実施していない事業場が多く見受けられます。

5-4 チェックリスト「安全管理体制」(２)安全衛生教育について
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5-5 概要（情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン）

①このガイドラインは、パソコンなど、情報機器を使って作業を行う労働者の健康を守る
ためのガイドラインです。
②情報機器作業による労働者の心身の負担を軽くし、支障なく働けるようにするため、
事業者が講ずべき措置をまとめています。

ガイドラインの枠組み

○作業環境管理
情報機器作業を行う環境の整備方法について説明しています。
（例：ディスプレイの明るさ、情報機器や机・椅子の選び方）

○作業管理
情報機器作業の方法について説明しています。
（例：一日の作業時間、休憩の取り方、望ましい姿勢）

○健康管理
情報機器作業者の健康を守るための措置について説明しています。
（例：健康診断、職場体操）

○労働衛生教育
上記の対策の目的や方法について、作業者や管理者に理解してもらうための教育について説明しています。

策定（令和元年７月12日付け基発0712第３号）

【ポイント】
近年の情報機器作業の多
様化や技術革新にも対応

出典：(厚生労働省)『「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました』を引用し編集

NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 



14NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 出典：(足立労働基準監督署)『新入社員に対して教育と健診実施していますか』を引用し編集

科 目 時 間

作業管理

（計３時間30分）

情報機器の種類・特徴・注意点、作業環境が作
業の効率や健康に及ぼす影響（情報機器等及び
作業環境の維持管理を含む）

作業計画・方法、作業姿勢、ストレッチ・体操
など

作業環境管理

情報機器作業の健康への影響（疲労、視覚への
影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスな
ど）、職場体操等

１時間45分

健康管理 １時間

情報機器作業における労働衛生管理の
ためのガイドライン（以下「情報機器
ガイドライン」という。）の概要

情報機器ガイドラインの概要 45分

範 囲

情報機器作業従事者に対する労働衛生教育カリキュラム

5-5 概要（情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン）



15NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 出典：(足立労働基準監督署)『新入社員に対して教育と健診実施していますか』を引用し編集

科 目 時 間

作業管理

（計７時間）

健康管理

情報機器作業の健康への影響（疲労、視覚への
影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスな
ど）
健康診断とその結果に基づく事後措置、健康相
談、職場体操等

２時間30分

情報機器作業管理者に対する労働衛生教育カリキュラム

範 囲

情報機器ガイドラインの概要

情報機器ガイドラインの概要（管理者の役割と
心構え、労働衛生管理の概論、労働災害統計、
情報機器作業従事者に対する労働衛生教育の方
法を含む）

２時間

作業計画・方法、作業姿勢、ストレッチ・体操
など

２時間30分

作業環境管理

情報機器の種類・特徴・注意点、作業環境（作
業空間、ワークステーション、什器、採光・照
明、空調など）が作業の効率や健康に及ぼす影
響と、その改善及び維持

5-5 概要（情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン）
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5-7 厚生労働省ガイドラインに基づく情報機器作業従事者用テキスト改訂新版

NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 出典：(足立労働基準監督署)『新入社員に対して教育と健診実施していますか』を引用し編集

中央労働災害防止協会編
B5判 ／88頁／2色刷
定価880円(本体800円＋税10％)
発行年月日 20191227
第1版

厚生労働省ガイドラインに基づき、情報機器作業
者に対して行う、教育用テキスト。

2色刷りのイラスト入りでわかりやすく解説。

新ガイドラインに対応して、内容を修正したほか、
書名もガイドライン名にあわせて変更した。
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7-1 作業環境

出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

３　作業環境

（１）　サテライトオフィス型

□ ◎

（２）　自宅

□

（３）　その他（モバイル勤務等）

□

労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則の衛生基準と同等の作業環境となっていることを確認した上でサ
テライトオフィス等のテレワーク用の作業場を選定しているか。

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に労働者に自宅の作業環境を確認させ、問題がある場合には
労使が協力して改善に取り組んでいるか。また、改善が困難な場合には適切な作業環境や作業姿勢等が確
保できる場所で作業を行うことができるよう配慮しているか。

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所を選定する
よう労働者に周知しているか。
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7-2 作業環境

出典：(厚生労働省・総務省)『(テレワーク総合ポータルサイト)テレワークについて/サテライトオフィス勤務』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

（１） サテライトオフィス型

サテライトオフィス勤務
サテライトオフィス勤務は、本拠地のオフィスから離れたところに設置したワークスペースで就業する施設利用型の働き
方です。サテライトオフィスには専用型と共用型があります。

専⽤型
専⽤型は自社や自社グループ専⽤で利⽤するサテライトオフィスです。

共有型

共⽤型は、自社や自社グループ専⽤ではなく、複数の企業や個人事業主が共⽤するオフィスです。

自社の事業所の中に社内サテライトオフィスを設置するタイプ、既存の事業所とは別に設置するタイプがあります。

営業活動中や出張の際に立ち寄って利用する、在宅勤務の代わりに自宅近くのサテライトオフィスで勤務する、など
の働き方があります。

当初はフリーランスや起業家の利用が広がりましたが、最近は企業がこれらの施設と契約して、従業員に利⽤させる
ケースも増えつつあります。

最近ではシェアオフィスまたはコワーキングスペースと呼ぶ場合もあります。



19出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則の衛生基準と同等の作業環境となっていることを確認した上
でサテライトオフィス等のテレワーク用の作業場を選定しているか。

労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則の衛生基準

事務所衛生基準規則
（適用）
第一条 この省令は、事務所（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第

一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業（タイプライターその他の事務用機器を使
用して行う作業を含む。）に従事する労働者が主として使用するものをいう。）について、適
⽤する。

２ 事務所（これに附属する食堂及び炊事場を除く。）における衛生基準については、労働
安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第三編の規定は、適⽤しない。

建築基準法（用語の定義）
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のた

めの工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安
に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。

7-3 作業環境
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7-5 作業環境「事務所衛生基準規則の概要」

出典：(厚生労働省)『自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備イメージ』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

・作業等を行うのに十分な空間が確保されているか  （参考：事務所則第2条） 設備の占める容積を除き、10m3以上の空間とする

                                  ・転倒することがないよう整理整頓されているか

・作業に支障がない十分な明るさにすること
 （参考：事務所則第10条、情報機器作業ガイドライン） 机上は照度300ﾙｸｽ以上とする

・冷房、暖房、通風などを利⽤し、作業に適した温度、湿度となる

よう、調整をすること

（参考：事務所則第5条、情報機器作業ガイドライン）

   室温18℃～28℃

 相対湿度40％～70％

   を目安とする

・空気の入れ換えを行うこと
（窓の開閉や換気設備の活用）

・ ディスプレイに太陽光が入射する場合は、    窓にブラインドや

カーテンを設けること
    （参考：事務所則第3条、情報機器作業ガイドライン）

窓 照明

室温 湿度

部屋

・ 目、肩、腕、腰に負担がかからないよう、机、椅子や、ディスプレイ、

キーボード、マウス等を適切に配置し、無理のない姿勢で作業を行うこと
（参考：情報機器作業ガイドライン）

・ 安定していて、簡単に移動できる

・ 座面の高さを調整できる

・ 傾きを調整できる背もたれがある

・ 肘掛けがある

椅子

・ 必要なものが配置できる広さがある

 ・ 作業中に脚が窮屈でない空間がある

 ・ 体型に合った高さである、又は高さの調整ができる

机

・ 輝度やコントラストが調整できる

・ キーボードとディスプレイは分離して位置を調整できる

・ 操作しやすいマウスを使う
（※）ディズプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること

PC

机、椅子、PC

「机」、 「椅子」、 「PC」については、無理のない姿勢で作業を行うために、情報機器作業ガイドラインで以下のとおりに示しています。

※ 事務所則：事務所衛生基準規則

情報機器作業ガイドライン：情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
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9-1 健康確保対策について

出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

４　健康確保対策について

（１）　健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２）　長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３）　その他（健康保持増進）

□

□

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導
を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労働
者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状
況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施して
いるか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師
に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。な
お、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第
66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実
施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なること
に留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。
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9-2 健康確保対策について

NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等

出典：(厚生労働省)『労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施しましょう』を引用し編集
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定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等

定期健康診断 （安衛則第44条） 雇入れ時の健康診断 （安衛則第43条）

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)
５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）(※2)
７ 肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ―ＧＴＰ）(※2)
８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，ＨＤＬコレステロー
ル、血清トリグリセライド）(※2)
９ 血糖検査(※2)
１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査(※2)

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査
５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）
７ 肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ―ＧＴＰ）
８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，ＨＤＬコレステロー
ル、血清トリグリセライド）
９ 血糖検査
１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査

※2：定期健康診断（安衛則第44条）における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要で
ないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。省略基準については、年齢等により機械的に決定されるもの
ではないことに留意して下さい。

出典：(厚生労働省)『労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施しましょう』を引用し編集

9-3 健康確保対策について



24出典：(東京労働局)『「よくあるご質問」「事業主の皆様へ」「労働安全衛生関係」Q&A』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等

Q16.一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのよ
うになりますか？

A．パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成19年10月1日基発第
1001016号通達で示されています。その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と
(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。

(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以
上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。（なお、特定業務従事者健診<安衛則
第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新に
より6カ月以上使用されている者）

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4
分3以上であること。

上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)
に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2
分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。なお、労働者派遣事業法に基づく派遣
労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の
事業場で実施することとなります。

9-4 健康確保対策について
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定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等
労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に掲げる業務に常時従事する労働者

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン

その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

※深夜業の業務に常時従事する労働者とは・・・

深夜業（午後１０時から午前５時までの間に業務に従事）を 1 週に 1 回以上又は 1 月に 4 回以上行う方
出典：(石川労働局)労働安全衛生法に基づく健康診断に関する FAQ

出典：(厚生労働省)『労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施しましょう』を引用し編集

9-6 健康確保対策について



26出典：(厚生労働省)『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて
７ 健康管理

作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して、次により健康管理を行うこと。

（１）健康診断

イ 配置前健康診断

新たに情報機器作業を行うこととなった作業者（再配置の者を含む。以下同じ。）の配置前の健康状態を

把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、情報機器作業の作業区分に応じて、別紙に定める作業者

に対し、次の項目について必要な調査又は検査を実施すること。

なお、配置前健康診断を行う前後に一般健康診断（労働安全衛生法第 66条第１項に定めるものをいう。）

が実施される場合は、一般健康診断と併せて実施して差し支えない。

（以下略）

ロ 定期健康診断

情報機器作業を行う作業者の配置後の健康状態を定期的に把握し、継続的な健康管理を適正に進めるた

め、情報機器作業の作業区分に応じて、別紙に定める作業者に対し、１年以内ごとに１回、定期に、次の項

目について必要な調査又は検査を実施すること。

なお、一般定期健康診断（労働安全衛生法第 66 条第１項に定めるものをいう。）を実施する際に、併せて

実施して差し支えない。

（以下略）

9-8 健康確保対策について



27出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

４　健康確保対策について

（１）　健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２）　長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３）　その他（健康保持増進）

□

□

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導
を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労働
者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状
況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施して
いるか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師
に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。な
お、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第
66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実
施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なること
に留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

10-1 健康確保対策について
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健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

出典：(厚生労働省)『労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について』を引用し編集

健康診断の実施

健康診断結果通知書

異常所見のある者について医師等からの意見聴取

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

区分 内 容

通常勤務 通常の勤務でよいもの ー

就業制限
勤務に制限を加える必要の

あるもの

勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間

外労働の制限、作業転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、

昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要 休 業 勤務を休む必要があるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

就業区分
就 業 上 の 措 置 の 内 容

健康診断実施後の措置

事業者は受診者全員に所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する
必要があります。

事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上
の措置について、３か月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。 

事業者は、上記の医師等の意見を勘案し必要がある場合は、就業場所の変更、作業の
転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必要があります。

ここまでが事業
主の義務です！

10-2 健康確保対策について
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健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

出典：(こころの耳)『地域産業保健センター（地さんぽ）』を引用し編集

地域産業保健センター（地さんぽ）

独立行政法人労働者健康安全機構が運営する、おおむね監督署管轄区域に設置されている、地域産業保
健センター（地さんぽ）では、労働者数50人未満の小規模事業者やそこで働く方を対象として、労働安全衛
生法で定められた保健指導などの以下の産業保健サービスを無料で提供しています。

各サービスのご利用にあたっては、地域産業保健センターへの事前の申し込みが必要です。

提供する
サービスはすべて

無料 です。

地域産業保健センター（地さんぽ）の連絡先
https://kokoro.mhlw.go.jp/health-center/

10-3 健康確保対策について

https://kokoro.mhlw.go.jp/health-center/


30出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

４　健康確保対策について

（１）　健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２）　長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３）　その他（健康保持増進）

□

□

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導
を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労働
者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状
況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施して
いるか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師
に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。な
お、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第
66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実
施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なること
に留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

11-2 健康確保対策について[長時間労働]
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関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が
80時間超の労働者に対して状況を通知しているか。

労働時間の把握義務が労働安全衛生法に定められた

（面接指導等）
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項※1又は前条第一項の規定による面接指

導※２を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者（次条第一項に規定する者※

３を除く。）の労働時間の状況を把握しなければならない。

労働安全衛生規則

（法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等）
第五十二条の七の三

１ 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計
算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

２事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を
講じなければならない。

※1 第六十六条の八第一項：長時間労働者の医師の面接指導
※2 前条第一項の規定による面接指導：「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に就く労働者への医師の面接指導
※3 次条第一項に規定する者：特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者

11-3 健康確保対策について[長時間労働]
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関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が
80時間超の労働者に対して状況を通知しているか。

労働時間の把握について「労働基準法(通達)」と「労働安全衛生法」の比較

根拠条文等

発効日

対象者 ① ①

② ②

③

目的等

時間管理の方法 ① ①

②

② その他の適切な方法

③ 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録

労働時間の把握について「労働基準法(通達)」と「労働安全衛生法」の比較

「その他の適切な方法」としては、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場
合において、労働者の自己申告による把握が考えられるが、その場合には、事業
者は、以下のアからオまでの措置を全て講じる必要がある。

使用者が、自ら現認

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録
等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録

タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等
の電子計算機の使用方法の記録等の客観的な方法

労働基準法第４１条に定める者は除く

みなし労働時間制が適用される労働者を除く

全労働者（ただし、②は除く）

高度プロフェッショナル制度の適用者

労働基準法に定め、労働時間、休日、深夜業等についての
適正な把握

長時間労働やメンタルヘルス不調など、労働者が医師によ
る面接指導が確実に実施されること

労働時間の適正な把握のためのガイドライン 労働安全衛生法第66条の8の3

平成３１年(２０１９年)４月１日平成29年(2017年)1月20日

全労働者（ただし、②と③は除く）

11-4 健康確保対策について[長時間労働]
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関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が
80時間超の労働者に対して状況を通知しているか。

休
日
勤
務
（
法
定
）

③

特段の定めがない場合は「日曜日に始
まって土曜日に終わるのを1週間」とする。

法定労働時間

時間外労働①

休
日
勤
務

（
時
間
外
労
働
）

②

休憩時間を除き１週間当たり40時間を超えて労働させた時間

所定労働時間が１週間当たり40時間に
満たない事業場においては、１週間当たり
40時間（法定労働時間）と所定労働時
間のどちらを基準として算定すればよいか？

１週間当たり40時間（法定労働時間）
を基準として、改正安衛法第66条の８の
３に基づき把握した労働時間の状況により、
その超えた時間を算定します。

出典：(厚生労働省)『「長時間労働者に対する面接指導等」が強化さ
れます』を引用し編集

11-6 健康確保対策について[長時間労働]
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関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が
80時間超の労働者に対して状況を通知しているか。

出典：(厚生労働省)『「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます』を引用し編集

事業者は、時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が１月当たり80時間を超え
た労働者本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。

当該通知については、高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除き、管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間
制の適用者を含めた全ての労働者に適⽤されます。

①労働者への労働時間に関する情報の通知の方法

毎月1回以上

一定期日

１月当たりの時間外・休
日労働時間の算定

１月当たり 80 時間を超えた労働者 書 面

メール

給与明細書

②労働者への情報の通知は、どのような時期に行えばよいか。

おおむね２週間以内

給与明細に時間外・休日労働時間数が記
載されている場合には、これをもって労
働時間に関する情報の通知としても差し
支えない。

11-７ 健康確保対策について[長時間労働]



35出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

４　健康確保対策について

（１）　健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２）　長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３）　その他（健康保持増進）

□

□

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導
を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労働
者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状
況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施して
いるか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師
に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。な
お、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第
66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実
施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なること
に留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

1２-１ 健康確保対策について[面接指導]
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週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には
医師による面接指導を実施しているか。

長時間労働者への医師による面接指導制度

出典：(厚生労働省)『過重労働による健康障害を防ぐために』を引用し編集

※１ 時間外・休日労働時間が月80時間を超え
た労働者が対象。

※２ 月100時間超の時間外・休日労働を行っ
た研究開発業務従事者、高度プロフェッ
ショナル制度適用者については、面接指導
実施の申出がなくても対象

※３ 月80時間超の時間外・休日労働を行った
者については、申出がない場合でも面接指
導を実施するよう努める。

 月45時間超の時間外・休日労働で健康への
配慮が必要と認めた者については、面接指
導等の措置を講ずることが望ましい。

※４ 対象業務に従事する対象労働者の健康管
理を行うために当該対象労働者が事業場
内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令
で定める労働時間以外の時間を除くこと
を決議したときは、当該決議に係る時間を
除いた時間)と事業場外において労働した
時間との合計の時間。

※５ １週間当たりの健康管理時間が、40時間
を超えた場合におけるその超えた時間につ
いて、１月当たり100時間を超えない高度
プロフェッショナル制度適用者であって、
申出を行った者については、医師による面
接指導を実施するよう努める。

1２-2 健康確保対策について[面接指導]
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週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には
医師による面接指導を実施しているか。

各労働時間制度に係る医師の面接指導の要件

出典：(厚生労働省)『過重労働による健康障害を防ぐために』を引用し編集

1２-3 健康確保対策について[面接指導]



38出典：(厚生労働省)『（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】』を引用し編集NSR Copyright © NSR All Rights Reserved 

４　健康確保対策について

（１）　健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２）　長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３）　その他（健康保持増進）

□

□

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導
を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労働
者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状
況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施して
いるか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師
に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。な
お、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第
66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実
施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なること
に留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

1３-１ 健康確保対策について[事後措置]
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面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

医師からの意見聴取・面接指導の結果の記録

出典：(厚生労働省)『過重労働による健康障害を防ぐために』を引用し編集

①事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、
医師の意見を聴かなければなりません。

②医師の意見聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導の結果の報告に併せて行う
ことが適当です。

③事業者は、面接指導等の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

④面接指導の結果の記録は、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存するこ
とで足ります。

1３-2 健康確保対策について[事後措置]
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面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

事後措置の実施の際に留意すべき事項

出典：(厚生労働省)『過重労働による健康障害を防ぐために』を引用し編集

①事業者は、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置を実施しなければ
なりません。

②面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神
科医等と連携をしつつ対応を図りましょう。

③特にメンタルヘルス不調に関して、面接指導の結果、労働者に対し不利益な取扱いをし
てはならないことに留意しましょう。

1３-２ 健康確保対策について[事後措置]
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４　健康確保対策について

（１）　健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２）　長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３）　その他（健康保持増進）

□

□

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導
を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労働
者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状
況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施して
いるか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師
に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。な
お、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第
66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実
施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なること
に留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

1４-１ 健康確保対策について[テレワーク中の労働者]
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テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師に事業場や労働
者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。なお、面接指導を実施する医師
は産業医に限られない。

情報通信機器を⽤いた面接指導の実施にかかる留意事項

出典：(厚生労働省)『過重労働による健康障害を防ぐために』を引用し編集

(1) 事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者が業務に従事している事業場
に関する事業概要、業務の内容及び作業環境等に関する情報並びに対象労働者に関する業務の内容、
労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならないこと。また、面接指
導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当することが望ましいこと。

①  面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合

②面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわ
たって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当してい
る場合。

③  面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがあ
る場合。

④  面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に指導等を実施したことがある場合。

※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条
の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

1４-２ 健康確保対策について[テレワーク中の労働者]
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テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師に事業場や労働
者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。なお、面接指導を実施する医師
は産業医に限られない。

情報通信機器を⽤いた面接指導の実施にかかる留意事項

出典：(厚生労働省)『過重労働による健康障害を防ぐために』を引用し編集

(2) 面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。

①  面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、
映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。

②  情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されるこ
と。

③  労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用
できること。

※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条
の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

1４-３ 健康確保対策について[テレワーク中の労働者]
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テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師に事業場や労働
者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。なお、面接指導を実施する医師
は産業医に限られない。

情報通信機器を⽤いた面接指導の実施にかかる留意事項

出典：(厚生労働省)『過重労働による健康障害を防ぐために』を引用し編集

(3) 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たすこと。

①  情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、
事前に労働者に周知していること。

②  情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような
環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

(4) 情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労
働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事
業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。

※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条
の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

1４-４ 健康確保対策について[テレワーク中の労働者]
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５　メンタルヘルス対策　※ 項目 1(２) 及び 6(1) もメンタルヘルス対策の一環として取り組んでください。

（１）　ストレスチェック

□ ◎

□

□

（２）　心の健康づくり

□

ストレスチェックを定期的に実施し、結果を労働者に通知しているか。また、希望者の申し出があった場
合に面接指導を実施しているか。（労働者数50人未満の場合は努力義務）
※面接指導をオンラインで実施する場合には、４（２）４ポツ目についても確認。

テレワーク中の労働者が時期を逸することなく、ストレスチェックや面接指導を受けることができるよ
う、配慮しているか。（メールやオンラインによる実施等）

ストレスチェック結果の集団分析は、テレワークが通常の勤務と異なることに留意した上で行っている
か。

メンタルヘルス指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なることに留意した上で策定され、
当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

1５-2  メンタルヘルス対策
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ストレスチェックを定期的に実施し、結果を労働者に通知しているか。また、希望者の申し出があった場合に面接指
導を実施しているか。（労働者数50人未満の場合は努力義務）
※面接指導をオンラインで実施する場合には、４（２）４ポツ目についても確認。

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それ
を集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単
な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、
2015 年 12 月から、毎年１回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが
義務付けられました。

出典：(厚生労働省)『ストレスチェック制度導入マニュアル』を引用し編集

※ 契約期間が１年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の４分の３未満の短時間労働者は義務の対象外です。

1５-3  メンタルヘルス対策



社会保険労務士会の取り組み

東京都社会保険労務士会











社会保険労務士会の取り組み

大阪府社会保険労務士会
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